
  

通所介護・第１号通所事業 重要事項説明書 

2025 年 10 月 1 日からの通所介護・第１号通所事業のサービス内容となります。 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 ケアパートナー株式会社 

主たる事務所の所在地 〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号品川イーストワンタワー21階 

代表者（職名・氏名） 代表取締役社長 ●● ●● 

設立年月日 １９９９年２月１日 

電話番号 電話 ０３（６４０４）８１１１ 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 ケアパートナー上尾 管理者 ●● ●● 

サービス種類・単位/定員 通所介護・第１号通所事業   １単位  定員６０人 

事業所の所在地 〒362-0001 埼玉県上尾市上５４７－２ 

電話番号・ＦＡＸ 電話 ０４８－７７８－１０７２ ＦＡＸ ０４８－７７８－１０７７ 

指定年月日 （介護）２００８年１月１日（第1号通所事業）２０１７年４月１日 

事業所番号 （介護）１１７１６０１１６２ （第1号通所事業）１１７１６０１１６２ 

通常の事業の実施地域 上尾市、桶川市、北本市、伊奈町、久喜市、蓮田市、さいたま市西区 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 住み慣れた環境や地域において、お客様が自立した暮らしを営めるよう援助致します。 

運営の方針 

ケアパートナーは、お客様の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係

法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉

サービス等と綿密な連携を図りながら、お客様の要介護状態の軽減や悪化の防止、もし

くは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 

４．提供するサービスの内容 

お客様の通所介護計画等に沿った、送迎・身体介護・食事の提供・入浴、生活等に関する相談・助言、健康

状態の確認や必要な生活上の世話及び機能訓練を実施致します。 

５．営業日時 

営業日 月曜日～日曜日（祝日含む） ただし、１２月３０日～１月３日は除く 

営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

サービス 

提供時間 
 午前９時００分から午後４時４５分まで 

６．事業所の職員体制 管理者 常勤 1 名 

従業者の職種 勤務の形態・人数 従業者の職種 勤務の形態・人数 

管理者 常勤１人 生活相談員 常勤または非常勤１人 

介護職員 
常勤または非常勤 

３人以上(法廷人員に準ずる) 
看護職員 常勤または非常勤１人以上 

機能訓練指導員 常勤または非常勤１人以上   
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７．利用料 

 サービスを利用した場合の利用料及び支払方法等は重要事項説明書別紙（利用料金表）のとおりであり、お

支払いいただく「お客様負担金」は、原則として利用料に介護保険負担割合証に記載されたお客様ごとの負担

割合に応じた額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額

をご負担いただきます。 

８．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

① 虐待防止に関する責任者を設置しています。 虐待防止に関する責任者 管理者 ●● ●● 

② 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図って

います。 

③ 虐待防止のための指針の整備をしています。 

④ 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合

は、速やかに、これを市町村に通報します。 

９．身体拘束防止 

 サービスの提供にあたっては、当該お客様又は他のお客様等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体拘束その他のお客様の行動を制限する行為を行いません。やむを得ず身体拘束を行う場

合、①緊急性②非代替性③一時性の要件を満たしていることを、カンファレンスにて確認の後、お客様及び家

族等（後見人含む）に説明し、同意を得た上で、その実施状況や時間等について、経過観察記録を作成し保管

いたします。 

① 緊急性 
直ちに身体拘束を行わなければ、お客様本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが

考えられる場合に限ります。 

② 非代替性 
身体拘束以外に、お客様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止する

ことができない場合に限ります。 

③ 一時性 
お客様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに

身体拘束を解きます。 

10．個人情報の保護及び秘密の保持 

事業所は、お客様及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作

成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱

いに努めます。 

事業所が得たお客様及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利

用しないものとし、サービス担当者会議等において、お客様の個人情報を用いる場合はお客様の同意を、お

客様の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。 

11．緊急時対応 

サービス提供中に、お客様に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を

行う等の必要な措置を講じるとともに、お客様が予め指定する連絡先にも連絡します。 

12．事故発生時対応 

お客様に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、お客様の家族、お客様に係るサービ

ス事業者（地域包括支援センターより第１号通所事業の業務を受託している居宅介護支援事業者を含む。以下

同じ。）等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、お客様に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行いま

す。 ・加入保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社  ・保険の内容 賠償責任保険  

13．サービス提供の記録 

① 指定通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、契約終了後５年間保存し

ます。 

② お客様は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができま

す。 



  

14． 非常災害対策 

① 事業所に災害対策に関する担当者を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。 

② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、 

  それらを定期的に従業員に周知します。 

③ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

④ ③の訓練にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

15．衛生管理等   

① サービス提供を行う施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛

生上必要な措置を講じます。 

② 必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

③ 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう次に掲げる措置を講じます。 

１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月 

に 1 回程度開催します。 

    ２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

   ３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修等を定期的に実施します。 

16．業務継続計画の策定について 

     ① 感染症や非常災害の発生時において、お客様に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するため  

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に

従って必要な措置を講じます。 

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

17．サービス利用に当たっての留意事項 

※ サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

また、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効

期間）及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

※ 施設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた

場合、弁償していただく場合があります。  

※ 決められた場所以外での喫煙はご遠慮ください。  

※ 他のお客様の迷惑になる行為はご遠慮ください。  

※ 所持金品は、自己の責任で管理してください。  

※ 施設内での他のお客様に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。  

18.第三者評価に関する事項    第三者評価の実施の有無  未実施 

19.苦情相談窓口 

事業所苦情相談窓口 
担当者 管理者 ●● ●●    生活相談員 ●● ●● 

連絡先 ０４８（７７８）１０７２ 

本 社 窓 口 

（お客様相談室） 

担当者  総務課長  ご連絡先 ０１２０（５２８）６１０ 

受付時間 ９：００～１７：００（土日祝除く） 

事業所外苦情相談窓口 

上尾市役所 高齢介護課連絡先 ０４８－７７５－６４７３ 

桶川市役所 高齢介護課連絡先 ０４８－７８６－３２１１ 

北本市役所 高齢介護課連絡先 ０４８－５９４－５５３９ 

伊奈町役場 総合福祉課連絡先 ０４８－７２１－２１１１ 

久喜市役所 介護福祉課連絡先 ０４８－０２２－１１１１ 

蓮田市役所 長寿支援課高齢福祉連絡先 ０４８－７６８－３１１１ 

さいたま市西区役所 高齢福祉係連絡先 ０４８－６２０－２６６７ 

埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

連絡先 ０４８（８２４）２５６８ 

ケアパートナー株式会社  通所－50⑤（25.10） 

 

ケアパートナーは、通所介護・第１号通所事業の提供開始に当たり、重要事項説明書に基づいてサービス内

容の説明を行いました。 

 本書交付を証するため、本書を２通作成し、ケアパートナー、お客様（またはその代理人様）は、署名のう

え、各１通を保管するものとします。 

 

２０  年  月  日 

  

事業者       所在地 東京都港区港南二丁目16番1号品川イーストワンタワー21階  

                               名称       ケアパートナー株式会社 

事業者名  代表取締役社長  ●● ●●            

サービス事業所     所在地   埼玉県上尾市上５４７－２           

  名称         ケアパートナー上尾   

説明者                         

 

私は、重要事項説明書に基づいて、サービス内容および重要事項の説明を受け、その説明を受けた内容

について同意します。 

 

  ２０   年  月  日 

 

お客様   住所                           

 

氏名                          様 

 

□代理人様・□立会人様 または □署名代行人様（お客様との続柄：     ） 
※該当の□に○を入れてください。 

 

住所                         

 

氏名                         様 

 

（注 1）「立会人様」欄には、ご本人とともに契約内容を確認し、緊急時などにお客様の立場に立って 

事業者との連絡調整等を行う方がいる場合に記載してください。 

（注 2）「署名代行人様」欄には、ご本人が身体上の理由等により、署名ができない場合において 

ご本人に代わって署名をされる場合に記載してください。 

（注 3）「立会人様」および「署名代行人様」は、契約上の法的な義務等を負うものではありません。 

 

 

 

 

 

  

確認者 

 

（事業所控） 
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族等（後見人含む）に説明し、同意を得た上で、その実施状況や時間等について、経過観察記録を作成し保管

いたします。 

① 緊急性 
直ちに身体拘束を行わなければ、お客様本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが

考えられる場合に限ります。 

② 非代替性 
身体拘束以外に、お客様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止する

ことができない場合に限ります。 

③ 一時性 
お客様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに

身体拘束を解きます。 

10．個人情報の保護及び秘密の保持 

事業所は、お客様及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作

成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱

いに努めます。 

事業所が得たお客様及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利

用しないものとし、サービス担当者会議等において、お客様の個人情報を用いる場合はお客様の同意を、お

客様の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。 

11．緊急時対応 

サービス提供中に、お客様に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を

行う等の必要な措置を講じるとともに、お客様が予め指定する連絡先にも連絡します。 

12．事故発生時対応 

お客様に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、お客様の家族、お客様に係るサービ

ス事業者（地域包括支援センターより第１号通所事業の業務を受託している居宅介護支援事業者を含む。以下

同じ。）等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、お客様に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行いま

す。・加入保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社  ・保険の内容 賠償責任保険  

13．サービス提供の記録 

① 指定通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、契約終了後５年間保存し

ます。 

② お客様は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができま

す。 



  

14 非常災害対策 

① 事業所に災害対策に関する担当者を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。 

② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、 

  それらを定期的に従業員に周知します。 

③ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

④ ③の訓練にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

15．衛生管理等   

① サービス提供を行う施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛

生上必要な措置を講じます。 

② 必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

③ 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう次に掲げる措置を講じます。 

１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月 

に 1 回程度開催します。 

    ２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

   ３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修等を定期的に実施します。 

16．業務継続計画の策定について 

     ① 感染症や非常災害の発生時において、お客様に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するため  

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に

従って必要な措置を講じます。 

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

17．サービス利用に当たっての留意事項 

※ サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

また、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効

期間）及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

※ 施設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた

場合、弁償していただく場合があります。  

※ 決められた場所以外での喫煙はご遠慮ください。  

※ 他のお客様の迷惑になる行為はご遠慮ください。  

※ 所持金品は、自己の責任で管理してください。  

※ 施設内での他のお客様に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。  

18.第三者評価に関する事項  第三者評価の実施の有無  未実施 

19.苦情相談窓口 

事業所苦情相談窓口 
担当者 管理者 ●● ●●    生活相談員 ●● ●● 

連絡先 ０４８（７７８）１０７２ 

本 社 窓 口 

（お客様相談室） 

担当者  総務課長  ご連絡先 ０１２０（５２８）６１０ 

受付時間 ９：００～１７：００（土日祝除く） 

事業所外苦情相談窓口 

上尾市役所 高齢介護課連絡先 ０４８－７７５－６４７３ 

桶川市役所 高齢介護課連絡先 ０４８－７８６－３２１１ 

北本市役所 高齢介護課連絡先 ０４８－５９４－５５３９ 

伊奈町役場 総合福祉課連絡先 ０４８－７２１－２１１１ 

久喜市役所 介護福祉課連絡先 ０４８－０２２－１１１１ 

蓮田市役所 長寿支援課高齢福祉連絡先 ０４８－７６８－３１１１ 

さいたま市西区役所 高齢福祉係連絡先 ０４８－６２０－２６６７ 

埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

連絡先 ０４８（８２４）２５６８ 

ケアパートナー株式会社  通所－50⑤（25.10） 

ケアパートナーは、通所介護・第１号通所事業の提供開始に当たり、重要事項説明書に基づいてサービス内

容の説明を行いました。 

 本書交付を証するため、本書を２通作成し、ケアパートナー、お客様（またはその代理人様）は、署名のう

え、各１通を保管するものとします。 

 

２０  年  月  日 

  

事業者       所在地 東京都港区港南二丁目16番1号品川イーストワンタワー21階 

                               名称       ケアパートナー株式会社 

事業者名  代表取締役社長  ●● ●●            

サービス事業所     所在地   埼玉県上尾市５４７－２            

  名称         ケアパートナー上尾   

説明者                         

 

私は、重要事項説明書に基づいて、サービス内容および重要事項の説明を受け、その説明を受けた内容

について同意します。 

 

  ２０  年  月  日 

 

お客様   住所                           

 

氏名                          様 

 

□代理人様・□立会人様 または □署名代行人様（お客様との続柄：     ） 
※該当の□に○を入れてください。 

 

住所                         

 

氏名                         様 

 

（注 1）「立会人様」欄には、ご本人とともに契約内容を確認し、緊急時などにお客様の立場に立って 

事業者との連絡調整等を行う方がいる場合に記載してください。 

（注 2）「署名代行人様」欄には、ご本人が身体上の理由等により、署名ができない場合において 

ご本人に代わって署名をされる場合に記載してください。 

（注 3）「立会人様」および「署名代行人様」は、契約上の法的な義務等を負うものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 
（お客様控え） 


